
 

 

奈良県道路啓開計画協議会 

第１回 協議会 

 

開 催 日：令和 8 年 6 月 9 日（火） 13：15～ 

開催場所：奈良国道事務所 ４Ｆ 会議室    

 

 

 

 

議 事 次 第 

 

 

 

１．開 会 
 

 

２．挨 拶 
 

 

３．議 事 

（１）奈良県道路啓開計画協議会の規約について 

（２）奈良県の道路啓開計画及び道路啓開の最近の動向について 

（３）今後の進め方 

 

４．その他 
 
 

５．閉 会 
 

 

 

  



 

 

議事次第に対応した資料 

 
議題 提示資料 

１．奈良県道路啓開計画協議会

の規約について 
資料１：奈良県道路啓開計画協議会規約（案） 

２．奈良県の道路啓開計画及び

道路啓開の最近の動向につ

いて 

資料２：奈良県の道路啓開計画及び道路啓開の最近の動向 

３．今後の進め方 資料３：今後の進め方 

 

 

 



奈良県道路啓開計画協議会規約（案） 

 

（名称） 

第１条 本会は、「奈良県道路啓開計画協議会」（以下、「協議会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、大規模災害発生時における道路啓開を迅速かつ円滑に実施するた

め、奈良県における、道路法（昭和２７年法律第１８０号。以下「法」という。）

第２２条の３に定める道路啓開計画を策定し、道路啓開の実施に係る連絡調整

その他道路啓開を効果的に行うために必要な協議を行い、道路啓開の実効性向

上を目的とする。 

 

（協議事項） 

第３条 協議会は、第２条の目的を達成するため、次の事項について協議を行うもの

とする。 

  （１）対象となる災害の種類や道路啓開の目標に関すること。 

  （２）優先的に道路啓開を実施する路線・区間やその方法に関すること。 

  （３）道路啓開に必要な資機材の備蓄又は調達に関すること。 

  （４）道路啓開に関する実践的な訓練、情報収集及び伝達に関すること。 

  （５）その他、前条の目的を達成するために必要な事項。 

 

（組織） 

第４条 協議会は、第２条の目的を達成するために、関連道路管理者及び各種関係団

体等（以下、「構成員」という。）をもって組織する。 

  ２ 協議会には会長、副会長を置くものとし、会長は奈良県 県土マネジメント

部長を、副会長は奈良国道事務所長をもって充てる。 

  ３ 会長に事故等あるときは、副会長がその職務を代行する。 

  ４ 協議会の構成員は、別紙－１のとおりとする。ただし、会長は、必要に応じ

構成員以外の者の協議会への出席を求めることができる。 

  ５ 協議会は、実務的な検討を行うためのワーキンググループを設けることがで

きる。ワーキンググループを設置した場合は、検討結果を協議会に報告しなけ

ればならない。 

 

（協議結果の尊重） 

第５条 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議

の結果を尊重しなければならない。 

 

資料１ 



（協議会及び協議会の資料等の公開） 

第６条 協議会は原則として非公開とする。 

  ２ 協議会の配付資料及び議事概要は、遅延なく公開するものとする。ただし、

道路啓開計画の作成に支障が生じる恐れがあるときは、協議会に諮り、配付資

料及び議事概要の全部又は一部を非公開とすることができる。 

 

（事務局） 

第７条 協議会の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置くものとする。 

  ２ 事務局は近畿地方整備局 道路部 道路管理課、奈良国道事務所 管理第二課、

奈良県 県土マネジメント部 道路マネジメント課とする。 

 

（規約の改正） 

第８条 本規約の改正等は、協議会の協議により行うものとする。 

 

（その他） 

第９条 協議会は、法第２８条の２第１項の規定に基づき設置するものであり、本規

約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。 

 

（附則） 

本規約は、令和８年６月９日から施行する。 

 

 

  



別紙－１ 

奈良県道路啓開計画協議会 名簿 
 

（順不同） 

機  関 役  職 備 考 

【道路管理者】   

近畿地方整備局 道路部 道路情報管理官  

近畿地方整備局 防災室 防災室長  

近畿地方整備局 奈良国道事務所 奈良国道事務所長 副会長 

奈良県 県土マネジメント部 県土マネジメント部長 会長 

西日本高速道路（株） 関西支社 

保全サービス事業部 保全サービス統括課 
保全サービス統括課長  

西日本高速道路（株） 関西支社 

阪奈高速道路事務所 
阪奈高速道路事務所長 

 

【関係機関】   

奈良県警察本部 交通部 交通部長  

陸上自衛隊 第４施設団 第３科 第３科長  

奈良県消防長会 警防・防災部会長  

奈良県 総務部 知事公室 防災統括室 防災統括室長  

奈良県 福祉保険部医療政策局 地域医療連携課 地域医療連携課長  

（一社）奈良県建設業協会 会長  

（一社）日本建設機械レンタル協会 関西ブロック 関西ブロック長  

（一社）日本機械土工協会 近畿支部 支部長  

（一社）日本自動車連盟 関西本部  

ロードサービス部 
部長 

 

（一社）建設コンサルタンツ協会 近畿支部 奈良地域委員長  

（一社）奈良県地質調査業協会 会長  

（公社）奈良県測量設計業協会 会長  

関西電力送配電(株) 奈良本部 配電グループ チーフマネジャー  

NTT 西日本(株) 奈良支店 環境デザイン室 室長  

（公社）日本水道協会 関西地方支部 奈良県支部 

奈良県広域水道企業団 事務局 

事務局長  

大阪ガスネットワーク(株) 北東部事業部長  

（一社）日本コミュニティーガス協会 事務局長  

【オブザーバー】   

中部地方整備局 北勢国道事務所 副所長  

奈良県 県土マネジメント部 道路建設課 道路建設課長  
 



資料２

令和８年６月９日

奈良県道路啓開計画協議会

第１回協議会

奈良県の道路啓開計画及び

道路啓開の最近の動向
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１．奈良県域におけるこれまでの取り組み経緯

取組概要年月日

奈良県域道路啓開計画策定ワーキンググループ設置
第1回ワーキンググループの開催
・ワーキンググループの設立に向けた目的および調整・検討内容の確認
・ワーキンググループの設立に向けた申し合わせ（案）の確認 ・今後の検討事項について

令和6年2月5日

第2回ワーキンググループの開催
・前回ワーキンググループ等の意見への対応について
・道路啓開の初動対応について ・啓開ルート計画について

令和6年6月19日

第3回ワーキンググループの開催
・奈良県域道路啓開計画（案）について ・今後の検討事項について

令和6年9月5日

奈良県域道路啓開計画（案）の策定・公表令和6年10月4日
（参考）令和6年度奈良県防災総合訓練の実施
・県と奈良国道事務所がバリケード等による通行規制、迂回路への誘導を実施
・造園建設業協会、建設業協会等が倒木や土砂の除去、撤去作業を実施

令和6年10月20日

第4回ワーキンググループの開催

・奈良県域道路啓開計画（改定案）について ・今後のスケジュールについて
令和6年12月16日

奈良県域道路啓開計画（案）の改定・公表令和6年12月26日
（参考）南海レスキュー
・ 奈良県庁に、４ＥＢ、自治体、国交省、関西電力送配電及びNTT西日本が集合し、道路啓開作業に関する確認
・ 施設偵察に基づき、４ＥＢと関係機関が連携し、道路啓開を実施

令和7年1月15日

（参考）令和７年度 近畿府県合同防災訓練・緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練・奈良県防災総合訓練
・図上訓練：災害発生直後の災害対策本部事務局の対応及び関係機関リエゾンとの連絡調整等を実施

・道路啓開訓練：関係機関による道路啓開訓練を実施

令和7年10月25日

第5回ワーキンググループの開催（書面）
・新たな道路啓開計画の枠組みについて ・申し合わせの改正について ・これまでの振り返りについて

・奈良県域道路啓開計画（改訂案）について

令和8年3月25日

 奈良県域において、令和6年2月に「奈良県域道路啓開計画策定ワーキンググループ」を設置し、
関係機関とのワーキンググループを通じて、「奈良県域道路啓開計画（案）」の策定・改定を実施。
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○ 令和７年４月 道路法が改正・施行され、道路啓開計画が法定化。

２．道路啓開計画の法定化

出典：社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会 R7.6.20 第85回資料抜粋
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 道路啓開計画において、以下に示す8つの項目を記載することが明確化。

２．道路啓開計画の法定化

出典：社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会 R7.6.20 第85回資料抜粋

令和7年7月に、「道路啓開計画ガイドライン【地震・津波編】」が公表

令和8年3月に、
近畿道路啓開
計画を公表

今回、奈良県版
を策定



4

３．近畿道路啓開計画の策定（令和８年３月策定） （参考：計画の概要）
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３．近畿道路啓開計画の策定（令和８年３月策定） （参考：計画の概要）
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３．近畿道路啓開計画の策定（令和８年３月策定） （参考：計画の概要）



令和８年６月９日

奈良県道路啓開計画協議会

第１回協議会

今後の進め方

資料３
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令和６年能登半島地震の発生

今後の進め方

改正道路法の施行により、道路啓開計画が法定化（R7.4）

都道府県単位として、奈良県道路啓開計画（地震・津波編）の策定が必要

＜道路啓開計画で検討する事項＞
①対象となる災害の種類 ⑤資機材の備蓄・調達
②道路啓開の目標 ⑥実践的な訓練
③優先的に道路啓開を実施する路線・区間 ⑦情報収集・伝達
④道路啓開の方法 ⑧その他（道の駅の活用 等）

※広域ブロック単位として、
R8.3に近畿道路啓開計画（地震・津波編）を策定



今後の進め方
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（今回）

令和８年６月９日 第１回奈良県道路啓開計画協議会の開催
奈良県道路啓開計画協議会規約の提示

規約（第4条5）に基づくワーキンググループで実務的な検討を実施
※実務者レベルで構成予定
※今後、各機関と調整し担当者を設定

第２回奈良県道路啓開計画協議会の開催（中間報告）
奈良県道路啓開計画（素案）の提示

令和８年度内目標
第３回奈良県道路啓開計画協議会の開催
改正道路法に基づく奈良県道路啓開計画の策定・公表


